
■
資
料
① 

言
国
卿
記 

文
明
６
年
＝
１
４
７
４
年
８
月
８
日
） 

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
資
料
目
録
・
画
像
公
開
シ
ス
テ
ム
よ
り 

 

 

〇
原
文 

一
、
宮
御
方
ニ
テ
浄
土
シ
ユ
コ
六
（
※
１
）
ア
ソ
ハ
サ
ル 

予
（
※
２
）
モ
御
人
數
也 

〇
内
容 

一
、
宮
中
に
お
い
て
浄
土
双
六
を
遊
ば
れ
た 

私
も
そ
の
う
ち
の
一
人
だ 

 

※
１ 

浄
土
壽
古
六
と
思
わ
れ
る 

※
２ 

筆
者
の
山
科
言
国
（
と
き
く
に
） 



■
資
料
② 

言
国
卿
記 

文
明
６
年
（
１
４
７
４
）
８
月
１
２
日 

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
資
料
目
録
・
画
像
公
開
シ
ス
テ
ム
よ
り 

  
 

 

〇
原
文 

一
、
予
（
※
１
）
ウ
ケ
タ
マ
ハ
リ
、
権
佐
（
※
２
）
方 

浄
土
シ
ユ
コ
六
ノ
サ
イ
ヲ
ノ
名
号
ヲ
ホ
ラ
セ
了 

〇
内
容 

一
、
私
は
拝
受
し
、
権
左
対
し
て
、
浄
土
双
六
の
サ
イ
コ
ロ
に
名
号
（
仏
名
な
ど
）
を
彫
ら
せ
、
完
成
し
た 

 ※
１ 

筆
者
の
山
科
言
国
（
と
き
く
に
） 

 

※
２ 

権
佐
（
ご
ん
の
す
け
） 

古
代
日
本
の
官
職
で
あ
り
、
天
皇
の
周
囲
を
警
護
し
、
行
幸
や
行
啓
の

際
に
供
奉
す
る
役
割
を
果
た
し
た 



■
資
料
③ 

実
隆
公
記 

文
明
６
年
（
１
４
７
４
） 

８
月
１
２
日 

国
立
国
会
図
書
館
サ
ー
チ
よ
り 

 

  
 

 
 

 

〇
原
文 

十
二
日 

未
乙 

天
霽
、
寒
気
甚
、
為
焼
香
参
三
時
知
恩
院
了
、
百
首
愚
詠
今
日
令
清
書
、
未
刻
女
房 

奉
書
到
来
、
浄
土
双
六
可
写
進
上
之
由
也
、
則
令
書
写
令
持
参
了
、 

〇
内
容 

十
二
日
（
※
１
）
未
乙
（
※
２
） 

天
気
晴
、
寒
気
甚
だ
し
、
焼
香
の
た
め
三
時
に
知
恩
院
、 

 
 

 
 

下
手
な
百
首
の
歌
を
、
今
日
、
清
書
さ
せ
た 

未
の
刻
（
※
３
） 

女
房
が
奉
書
を
届
け
て
き
た 

 

 
 

 
 

（
後
土
御
門
天
皇
よ
り
三
条
西
実
隆
に
）
浄
土
双
六
の
写
し
を
作
っ
て
進
上
せ
よ
と
い
う
内
容
だ 



 
 

 
 

早
速 

書
き
写
し
て
持
参
さ
せ
た 

※
１ 
文
明
六
年
（
一
四
七
四
年
）
八
月
十
二
日
は
現
在
の
九
月
十
七
日
頃
に
あ
た
る 

※
２ 

未
乙 
ひ
つ
じ
の
き
の
と 

午
後
一
時
十
分
前
後 

昼
食
後
・
午
後
早
め
の
時
刻 

※
３ 

未
刻 

み
の
こ
く 

午
後
一
時
～
三
時 

 

三
条
西
実
隆
像
紙
形
（
土
佐
光
信
筆
） 

 

■
資
料
④
仏
教
（
浄
土
）
双
六
の
例 

縮
圖
再
鐫 

佛
法
雙
六 

證
果
増
進
之
圖 

（
し
ゅ
く
ず
さ
い
せ
ん 

ぶ
っ
ぽ
う
す
ご
ろ
く 

し
ょ
う
か

ぞ
う
し
ん
の
ず 

：
明
治
時
代
） 

詳
細
は
築
地
双
六
館
の
双
六
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
解
説
を
参
照
の
こ
と 

 

 



【
参
考
】 

■
実
隆
公
記 

室
町
時
代
後
期
の
公
家
、
三
条
西
実
隆
（
さ
ん
じ
ょ
う
に
し 

さ
ね
た
か
）
の
記
し
た
日
記
。
期
間
は
、

文
明
６
年
（
１
４
７
４
年
）
か
ら
天
文
５
年
（
１
５
３
６
年
）
ま
で
の
６
０
年
以
上
に
及
ぶ
。
同
時
代
の
一

級
資
料
。
記
述
は
京
都
の
朝
廷
、
公
家
や
戦
国
大
名
の
動
向
、
和
歌
、
古
典
の
書
写
な
ど
多
岐
に
及
ぶ
。
自

筆
本
が
現
存
し
、
１
９
９
５
年
（
平
成
７
年
）
に
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。 

同
時
代
の
一
級
資
料
。
記
述
は
京
都
の
朝
廷
、
公
家
や
戦
国
大
名
の
動
向
、
和
歌
、
古
典
の
書
写
な
ど
多
岐

に
及
ぶ
。
自
筆
本
が
現
存
し
、
１
９
９
５
年
（
平
成
７
年
）
に
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
室
町
時
代
後

期
の
公
家
文
化
を
理
解
す
る
の
に
有
用
な
史
料
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
前
期
の
日
記
と
は
異

な
り
、
儀
式
に
関
す
る
記
述
は
わ
ず
か
で
、
多
く
が
禁
裏
へ
の
出
仕
、
歌
会
、
寺
社
参
詣
、
火
災
や
戦
乱
な

ど
の
記
述
で
占
め
ら
れ
て
い
る[1

]

。
こ
れ
は
同
時
期
の
公
家
の
日
記
に
共
通
す
る
特
徴
で
あ
る
。 

高
橋
秀
樹
に
よ
る
と
、
実
隆
は
「
中
世
で
一
番
の
著
述
家
」
と
し
て
群
を
抜
い
て
お
り
、
実
隆
な
し
に
中

世
後
期
の
文
化
を
語
る
こ
と
は
で
き
ず
、『
実
隆
公
記
』
な
し
に
中
世
後
期
の
歴
史
を
語
る
こ
と
も
で
き
な

い
、
と
し
て
い
る
。
実
隆
の
死
後

4
0

0

年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
自
筆
の
原
本
は
三
条
西
家
に
代
々
伝
え
ら

れ
て
き
た
が
、
太
平
洋
戦
争
後
に
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
移
管
さ
れ
、
同
所
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
翻
刻

版
が
、
続
群
書
類
従
完
成
会
よ
り
刊
行
さ
れ
て
い
る
。 

■
言
国
卿
記 

室
町
時
代
の
公
家
、
山
科
言
国
（
や
ま
し
な
と
き
く
に
・
１
４
５
２-

１
５
０
３
）
の
記
し
た
日
記
。『
史

料
纂
集
』
所
収
。
記
述
は
、
文
明
６
年
（
１
４
７
４
年
）
か
ら
文
亀
２
年
（
１
５
０
２
年
）
ま
で
の
３
０
年

近
く
に
及
ぶ
。
途
中
に
一
部
欠
落
が
あ
る
が
、
応
仁
の
乱
期
の
京
都
や
朝
廷
、
幕
府
な
ど
の
動
向
な
ど
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
史
料
。
音
楽
関
係
の
記
事
や
、
一
揆
に
つ
い
て
の
記
載
も
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、

絵
双
六
の
最
古
の
記
載
が
あ
る
。
文
明
９
年
（1

４
７
７
年
）
に
は
自
ら
が
領
主
と
な
っ
て
い
る
荘
園
が
有

名
無
実
化
し
て
い
る
実
情
を
将
軍
足
利
義
政
に
訴
え
た
が
、
戦
乱
の
影
響
に
よ
り
為
す
術
が
な
か
っ
た
実

情
を
記
し
て
い
る
。 

山
科
家
は
禁
裏
供
御
を
管
掌
す
る
内
蔵
頭
を
世
襲
し
て
い
た
の
で
，
こ
の
時
期
の
皇
室
経
済
や
衣
服
・
食

物
の
こ
と
を
知
る
上
で
重
要
。
自
筆
原
本
は
宮
内
庁
書
陵
部
に
１
８
冊
，
京
都
大
学
に
１
冊
所
蔵
さ
れ
て
い

る
。 

  



■
御
湯
殿
上
日
記
（
お
ゆ
ど
の
の
う
え
の
に
っ
き
・
お
湯
殿
の
上
の
日
記
） 

御
所
に
仕
え
る
女
官
達
（
内
侍
司
の
典
侍
、
内
侍
な
ど
）
に
よ
っ
て
書
き
継
が
れ
た
当
番
制
の
日
記
。 

禁
裏
（
宮
中
）
に
あ
る
清
涼
殿
御
湯
殿
の
側
に
女
官
達
の
控
え
の
間
、
御
湯
殿
の
上
１
及
び
２
が
あ
り
、

そ
こ
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
当
番
の
女
官
に
よ
っ
て
交
替
で
書
か
れ
た
も
の
で
字

体
は
女
房
文
字
（
仮
名
文
）
で
あ
る
が
、
記
録
体
の
部
分
も
あ
る
。
稀
に
当
代
の
天
皇
自
身
が
代
わ
り
に
書

い
た
と
思
わ
れ
る
箇
所
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。 

本
来
は
い
わ
ば
宮
中
の
機
密
日
誌
（
秘
記
）
で
あ
り
非
公
開
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
後
日
の
参
考
の
た
め

に
写
本
が
作
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
、
そ
の
た
め
正
本
・
写
本
・
抄
本
を
合
わ
せ
る
と
室
町
時
代
の
文
明
９
年

（
１
４
７
７
年
、
後
土
御
門
天
皇
代
）
か
ら
文
政
９
年
（
１
８
２
６
年
、
仁
孝
天
皇
代
）
の
３
５
０
年
分
の

日
記
が
途
中
に
一
部
欠
失
が
あ
る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
が
伝
わ
っ
て
い
る
。『
続
群
書
類
従
』
補
遺
三
と
し
て

文
明
九
年
よ
り
霊
元
天
皇
の
貞
享
四
年
（
１
６
８
７
年
）
ま
で
の
約
２
０
０
年
分
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
特

に
戦
乱
の
激
し
か
っ
た
戦
国
時
代
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
ま
た
宮

廷
の
女
性
達
が
用
い
て
い
た
文
字
や
言
語
（
女
房
言
葉
）
の
研
究
の
分
野
に
お
い
て
も
貴
重
な
資
料
と
な
っ

て
い
る
。 

 

■
後
土
御
門
天
皇
（
ご
つ
ち
み
か
ど
て
ん
の
う
）（
１
４
４
２―

１
５
０
０
） 

第1
0

3

代
天
皇
（
在
位
１
４
６
４
～
１
５
０
０
）。
名
は
成
仁(

ふ
さ
ひ
と)

。
法
名
正
等
観
。
後
花
園(

ご

は
な
ぞ
の)

天
皇
の
子
。 

母
は
藤
原
孝
長
の
女(

む
す
め)

で
、
内
大
臣
大
炊
御
門(

お
お
い
み
か
ど)

信
宗
の
猶
子(

ゆ
う
し)

に
な
っ

た
嘉
楽(

か
ら
く)

門
院
信
子
。
父
天
皇
の
譲
を
受
け
て
位
に
つ
き
、
応
仁
の
乱
に
際
会
し
て
つ
ぶ
さ
に
苦
難

を
な
め
、
明
応(

め
い
お
う)

９
年
９
月
２
８
日
崩
御
。
そ
の
と
き
費
用
が
な
く
葬
儀
を
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、

内
裏(

だ
い
り)

黒
戸
に
遺
骸(

い
が
い)

を
置
く
こ
と4

0

余
日
、
１
１
月
１
１
日
よ
う
や
く
に
し
て
こ
れ
を

執
り
行
う
を
え
た
。
同
天
皇
に
は
歌
集
が
種
々
存
し
た
こ
と
が
諸
書
に
み
え
る
が
、
今
日
に
伝
存
す
る
も
の

と
し
て
は
、『
紅
塵
灰
集(

こ
う
じ
ん
か
い
し
ゅ
う)

』
と
称
す
る
１
巻
、『
百
日
和
歌
詠
草
』
の
１
巻
が
著
聞

す
る
。
京
都
の
深
草
北
陵
に
葬
る
。 
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本
大
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全
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